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男女共同参画センターフェスティバル
男女共同参画のまち土浦～変わりゆく現

い ま
代どう生きる～

場所：男女共同参画センター（ウララビル２階）
午前10時から午後３時まで

問市民活動課（☎827‐1107）

土浦市の障害者（児）福祉事業
問障害福祉課（☎826‐1111　内線2339）

　市では、障害のある方が安心して暮らすため
の、さまざまな事業を実施しています。

９月15日（土）

■障害福祉サービス

時間／午前10時30分から
定員／100名（先着順）
講師／山口京子さん（金融広報アドバイザー）

男性料理教室～今日から家事男（カジダン）～
料理初めての方大歓迎。簡単ですぐできる
料理の作り方を学びます。

時間／午前の部　午前11時から正午
　　　午後の部　午後１時30分から午後２時30分
場所／Gasta東部ガスライフスタジオ
定員／各12名（先着順）
対象／市内在住・在勤の成人男性
材料費／500円

時間／午後１時15分から
定員／100名（先着順）
出演／コーロＪ、渡辺大輔、藤枝貴子

「いつもココロに音楽を
～コーラスとケーナの調べ～」

癒しの音楽で、心に栄養を与えましょう。

難病患者福祉手当
　保健所から指定難病特定医療費受給者証等を交付
されている難病患者に手当を支給します。
※施設に入所されている方、生活保護を受給されて
いる方は除く
月額／課税世帯1500円　非課税世帯3000円

心身障害児および心身障害者福祉手当
　重度の障害者、または障害者手帳を所持する障害
児に支給します。
※障害年金や、他の福祉手当を受給されている方、
施設に入所されている方は除く
月額／課税世帯2500円または2250円
　　　非課税世帯5000円または4500円

障害福祉サービス費の支給
　障害者（児）が、日常生活に必要な介護や就労の訓
練などを受ける時にかかる費用を支給します。

補装具費の支給
　身体障害者の方に、補装具（車椅子・補聴器等）
にかかる費用を支給します。

自立支援医療（精神通院）
　精神疾患の方が、指定の医療機関で医療を受けた
際の費用を支給します。

日中一時支援
　障害者（児）の介護者や保護者の都合により、施設
での介護が必要になる方を、一時的に預ります。

■その他のサービス
ＮＨＫ放送受信料の減免
　障害の種別・程度・世帯の課税状況に応じてＮＨ
Ｋ受信料が減免されます。
全額免除…障害者手帳所持者がいる世帯で、世帯構
成員全員が市民税非課税
半額免除…以下の方が世帯主でＮＨＫ契約者
①視覚または聴覚障害者
②重度障害者（身体１・２級、知的○A・Ａ、精神１級）

手話通訳者設置
　聴覚障害の方むけに、窓口での手続きの際などに
ご利用いただける手話通訳者を設置しています。
設置場所／障害福祉課
設置日／月曜日・木曜日

講演 「人生100年お金と暮らしのライフプラン」
やっぱり気になりますよね？お金と健康の
こと。皆で考えてみませんか？

料理

音楽会

バルーンアート体験や缶バッジ作りができ
るふれあいコーナーや、無料のフードコー
ナー（コーヒー・綿あめなど）もあるよ！

つちまるも
遊びにくるよ


